
二戸市社会福祉協議会訪問介護サービス重要事項説明書 

＜令和６年４月１日～＞ 

 

１ 当事業所が提供するサービスについての相談窓口 

  電話番号０１９５－２３－５０７３（月曜日から金曜日 ８：３０～１７：１５） 

  二戸市ホームヘルパーセンター 

  担当職員  深堀 千鶴子（不在の場合はサービス提供責任者が対応します） 

 

２ 提供できるサービスの種類と地域（表１） 

事 業 所 名  二戸市社会福祉協議会 訪問介護事業所 

所 在 地 岩手県二戸市仁左平字横手２番地３ 

介 護 保 険 指 定 番 号 第０３７１３０００７０号（岩手県） 

サービスを提供する地域 二戸市内全域 

 

３ 事業所の職員体制        

① 管理者 １名（訪問入浴介護事業所兼務） 

   管理者は、事業所の従事者の管理及び業務の管理を一元的に行うものとする。 

② サービス提供責任者 介護福祉士２名以上 

   サービス提供責任者は、事業所に対する訪問介護の利用の申し込みに係る調整、訪問介護員

に対する技術指導、訪問介護計画の作成等を行う。 

③ 訪問介護員 ５名以上 

   訪問介護員等は、訪問介護の提供にあたる。 

※ 職員の員数は、介護保険法第７４条第１項の規定に基づき、厚生労働省の定めによるもの

とする。ただし、前項の員数は業務の状況に応じて増減できるものとする。 

 

４ サービスの提供時間帯（表２） 

 昼間帯（基本）  

08:00～18:00 

早朝帯 

06:00～08：00 

夜間帯 

18:00～22:00 

深夜帯 

22:00～06:00 

加 算 率 100/100 125/100 125/100 150/100 

平 日 ○ ○ ○ △ 

土 ・ 日 ○ ○ ○ △ 

土・日を除く祝祭日  ○ ○ ○ △ 

※ ○印は、既に実施中 △印は、希望があれば検討 ×印は実施せず 

① サービス提供の休業日は基本的にはありません。 

② サービス提供可能時間は、上記表のとおりですが、緊急性がある場合においては、その

限りではありません。 

③ 事業所窓口の受付日は、１月４日～１２月２８日です（土曜日、日曜日を除く）。 

④ 事業所窓口の受付時間は、８：３０～１７：１５ です。 

 

 

 

 



５ 基本的なサービスの内容 

・基本サービス  

安否確認、健康確認、環境整備など 

・身体介護中心サービス 

起居就寝介助、移乗移動介助、衣類着脱介助、清潔介助、排泄介助、オムツ交換、 

体位交換、食事等摂取介助、服薬等介助、口腔衛生介助、入浴介助、見守り、 

通院介助、外出介助、動作訓練介助手伝い、傷等手当介助手伝いなど 

・生活援助中心サービス 

薬取り、服薬等管理、掃除、洗濯、調理、買い物、寝具等交換、汚物処理、 

ゴミ捨て、用足しなど 

・相談 

生活に関すること、身上に関すること、介護に関すること、住宅改修に関することなど 

上記のサービスを組み合わせ、利用者それぞれの生活環境・形態・身体状況などを踏まえサ

ービスを提供します。また、上記サービス以外にも状況に応じたサービスを提供します。 

 

６ 利用料金    

   介護保険から給付サービスを利用する場合は、利用者の負担は介護保険負担割合証のとおり

となります。負担割合証にてご確認下さい。 

  ただし、介護保険の範囲（給付限度額）を超えた以降、サービスを利用した場合は、介護報酬

の全額負担となります。 

尚、利用料金は関係法令に基づいて定められているため、契約期間中に関係法令が改正され

た場合には改正後の金額を適用するものとします。 

（１）介護報酬 （表３特定事業所加算Ⅱの場合）         基本単位（円） 1 回につき                   

身体介護 
生活援助 

身体介護に引き続く生活

援助 

30 分未満 ２，６８０ 

 

20 分以上 

45 分未満 

１，９７０ 20 分以上 

45 分未満 

３，４００ 

 

30 分以上 

1 時間未満 
４，２６０ 45 分以上 

２，４２０ 45 分以上 

70 分未満 

４，１1０ 

 

1 時間以上 

（30 分増す毎に） 

９００ 

追加する 

  70 分以上 ４，８３０ 

① （表３）に記載した料金設定は基本単位であり、身体介護に引き続き行う生活援助は、

身体介護 30 分未満との組み合わせの場合です。 

② サービス提供従事者複数派遣加算 

居宅サービス計画で設定されていない場合、やむを得ない事情で、かつ、利用者の同意

を得て、サービス従事者２名以上でサービスを提供した場合は、従事人数分を乗じます。 

③ サービス提供時間帯の加算 

基本時間帯（昼間帯）（８：００から１８：００）、 

早朝帯（６：００～８：００）と夜間帯（１８：００から２２：００）は、２５％増し、

深夜帯（２２：００～翌６：００）は、５０％増し 

④ 事業所加算 

算定要件を満たす事により事業所加算が算定されます。 

  特定事業所加算（Ⅰ）所定単位数の２０％ 



特定事業所加算（Ⅱ）所定単位数の１０％ 

特定事業所加算（Ⅲ）所定単位数の１０％ 

⑤ 初回加算 

   新規に訪問介護計画を作成した際、初回に実施した訪問介護と同月内に、サービス提

供責任者が、自ら訪問介護を行う場合、又は訪問介護員等が、訪問介護行う際に同行訪

問した場合１ヶ月につき 200 単位加算となります。  

⑤ 緊急時訪問介護加算 

   利用者やその家族からの要請を受けて、サービス提供責任者が、ケアマネジャーと連

携を図り、ケアマネジャーが必要と認めた時に、サービス提供責任者又はその他の訪問

介護員等が、居宅介護計画にない訪問介護（身体介護）を行った場合一回につき 100

単位加算となります。 

⑥ 生活機能向上連携加算 

自立支援型のサービスの提供を促進し、利用者の在宅における生活機能向上を図る観

点から、訪問リハビリテーション実施時にサービス提供責任者とリハビリテーション専

門職が、同時に利用者宅を訪問し、両者の共同による訪問介護計画を作成したときに算

定されます。 

⑦ 介護職員処遇改善加算Ⅲ 

月合計負担額に１８．２％を乗じた単位数で算定されます。 

（２）その他 

① 利用者の居宅で、サービスを提供するために使用する、水道・ガス・電気・電話等の費

用は、ご負担願います。 

② 利用者の居宅には、当事業所の活動車両で伺います、駐車場所の確保をお願い致します。 

③ 利用料金のお支払い方法 

     月ごとの精算とし、毎月１０日までに前月分の請求を致しますので月末日までにお支払

いください。お支払い頂きますと領収書を発行します。 

また、お支払方法は、口座自動引き落とし、郵便局振込み、現金集金の３通りの中から

契約の際に選択していただきます。 

 

７ サービスの利用方法 

（１） 先ずは、お電話などでお申し込み下さい、当事業所職員がお伺いします。 

    指定居宅介護支援事業所に居宅サービス計画の作成を依頼し、利用者担当の居宅介護支援

専門員と事前に相談していただきます、作成された居宅サービス計画に従って、訪問介護

計画を作成し、作成と同時に契約を結び、サービスの提供を開始します。 

（２） サービスの利用終了 

①  利用者のご都合でサービスの利用を終了する場合 

サービスの終了する１週間前までに文書でお申し出下さい。 

② 当事業所の都合でサービスの提供を終了する場合 

人員不足等やむを得ない事情により、サービスの提供を終了させて頂く場合が 

あります、その場合は終了 1 ヶ月前までに文書で通知いたします。 

③ 自動利用終了 

     以下の場合は、双方の通知がなくても、自動的にサービスを終了いたします。 



１）利用者が介護保険施設に入所した場合 

２）介護保険で給付サービスを受けていた利用者が、非該当（自立）と認定された場合 

３）利用者がお亡くなりになった場合 

④ その他 

１）当事業所が正当な理由なくサービスを提供しない場合、守秘義務に反した場合、利

用者やその家族などに対して社会通念を逸脱する行為を行った場合、また当事業所が破

産した場合、利用者は、文書で通知することによって即座に本契約を終了することがで

きます。 

２）利用者やその家族などが、当事業所や当事業所のサービス従事者に対して本契約を

継続し難いほどの背信行為を行った場合または、利用者が、サービス利用料金の支払い

を３ヶ月以上延滞し、料金を支払うよう催告したのにもかかわらず、１ヶ月以内に支払

わない場合、事業者は文書で通知することにより、即座にサービスを終了させていただ

く場合があります。 

 

８ 当事業所の訪問介護サービスの特徴等 

（１） 運営方針 

① 当事業所のサービス提供従事者は、訪問介護を行うに当っては、利用者等の心身の状態

を踏まえて、その能力に応じ、自立した日常生活を営むことができるよう、入浴、排泄、

食事の介護、その他生活全般にわたる援助を行う 

② 事業の実施に当っては、関係市町村、地域の保健・医療・福祉サービスとの綿密な連携

を図り、総合的なサービスの提供に努めるものとする。 

（２）サービス利用のために 

事    項 対応の有無 備     考 

活動車両への利用者の乗車 ×  

医療行為 ×  

生産活動代行及び援助 ×  

サービス提供者の変更 ○ 変更を希望される方はお申し出下さい 

従業員への研修の実施 ○ 関連研修会等に随時派遣 

サービスマニュアルの作成 ○  

 

９ 緊急時の対応方法 

  サービスの提供中に容体の変化等があった場合は、事前の打ち合わせにより、主治医、救急隊、

親族、居宅介護支援事業所等へ連絡いたします。 

主治医 

医療機関名  

医師氏名  

住所  

電話番号  

ご家族 

氏名  

続柄  

住所  

電話番号  

 



１０ 事故発生時の対応 

   訪問介護サービス提供時、事故が発生した場合、速やかに各関係機関や緊急時連絡先に連絡

をし、必要な処置を講じます。その原因を解明し、再発防止のための対策を講じます。 

 

１１ 虐待防止の為の措置 

   事業所は利用者の人権擁護・虐待防止等に対応するため、虐待防止等適正化委員会を設置し

責任者の選定及び設置、成年後見制度の利用支援、苦情解決体制の整備、啓発普及のための

研修会を実施します。 

 

１２ 身体拘束等の禁止 

   事業所はサービス提供にあたっては、利用者本人又は他の利用者の身体に危険が生じるよう

な緊急やむを得ない場合を除いて、利用者の身体拘束をすることはありません。緊急やむを

得ず利用者の身体を拘束する場合は、利用者及びご家族へ十分な説明をし、理由の他必要な

事項を記録するものとする。 

 

１３ 業務継続に向けた取り組み 

   感染症や自然災害が発生した場合にあっても、利用者が継続して居宅介護支援の提供を受け

られるよう、業務継続計画を策定するとともに、当該計画に沿った研修及び訓練を実施しま

す。 

 

１４ 感染症の予防及びまん延防止のための措置 

   感染症の発生及びまん延を防止できるよう、下記の措置を講じます。 

① 感染対策委員会の開催 

② 感染症及びまん延防止のための指針の整備 

③ 感染症及びまん延防止のための研修の実施 

④ 専任担当者の配置 （担当者：事業所管理者） 

 

１５ ハラスメントの防止対策 

(１)ハラスメントについて事業所は、適切なサービスの提供を確保する観点から、職場におい

て行われる性的な言動又は優越的な関係を背景とした言動であって業務上必要かつ相当

な範囲を超えたものによりサービス従事者等の就業環境が害されることを防止するため

の方針の明確化等の必要な措置を講じるものとします。 

   (２)ハラスメントは介護サービスの提供を困難にし、関わったサービス従事者等の心身に悪影

響を与えます。下記の様な行為があった場合、状況によっては重要事項説明書に基づき介 

護サービスの提供を停止させて頂く場合があります。  

① 性的な話をする、必要もなく手を触る等のセクシャルハラスメント行為 

② 特定のサービス従事者に嫌がらせをするなど、理不尽なサービスを要求する等の精神 

的暴力 

③ 叩く、つねる、払いのける等の身体的暴力 

④ 長時間の電話、従事者や事業所に対して理不尽な苦情を申し立てる等のその他の行為 

 



１６ サービス内容に関する苦情 

① 当事業所ご利用者相談・苦情担当 

二戸市ホームヘルパーセンター        電話 ０１９５－２３－５０７３ 

担当  深堀 千鶴子（不在の場合はサービス提供責任者が対応します） 

② 苦情受け付け・苦情解決責任者及び第三者委員会 

苦情解決責任者 高橋 美佐子        電話 ０１９５－２５－４９５９    

第三者委員会  佐藤 順・三浦 貢・下斗米 隆司・日向 壽歩子・南谷 敏夫   

③ その他の相談窓口  

・二戸市総合福祉センター   福祉課    電話 ０１９５－２３－１３１３  

・二戸地区広域行政事務組合         電話 ０１９５－２３－７７７２ 

・岩手県国民健康保険団体連合会 介護保険課 

                      電話 ０１９－６２３－４３２５ 

 

１７ 当事業所の概要 

運営主体 社会福祉法人  二戸市社会福祉協議会 

代表者  会    長   山 口 金 男 

所在地  岩手県二戸市仁左平字横手２番地３ 

電話番号 ０１９５‐２５‐４９５９ 

事業内容 二戸市地域包括支援センター 

     二戸市社会福祉協議会居宅介護支援事業所 

        二戸市社会福祉協議会訪問介護事業所   

        二戸市社会福祉協議会（介護予防）訪問入浴介護事業所 

        二戸市社会福祉協議会通所介護事業所   

        二戸市社会福祉協議会居宅介護事業所 

        二戸市社会福祉協議会発達支援センター風 

        認知症予防型デイサービス事業 

        日常生活自立支援事業（二戸地域権利擁護センター） 

        生活困窮者自立支援事業 

        その他二戸市社会福祉協議会の目的達成のため必要な事業 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



令和   年   月   日  

                                                                                                                                       

訪問介護サービスの提供開始にあたり、利用者に対して契約書及び本書面に基づいて重要事

項を説明しました。 

 

事業者所在地  岩手県二戸市仁左平字横手２番地３ 

名 称  二戸市社会福祉協議会訪問介護事業所 

 会  長  山 口 金 男      印 

 

説明者  所  属  二戸市社会福祉協議会訪問介護事業所 

           氏  名               印 

 

私は、契約書及び本書面により、事業所から訪問介護（介護予防訪問介護）サービスについ

ての重要な事項の説明を受けました。 

 

利用者  住   所 岩手県二戸市                 

            

氏   名                   印 

 

（代理人） 住   所                        

            

氏   名                   印 


